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『呼称 rAuger-free luminescenceJへの

疑問』に対する感想

信州大学工学部 伊藤 稔

我々の最近の研究内容の紹介を本誌Vo1. 2 ， No. 

3に書いたところ、上記表題の鈴木氏の文章がVol.

2 ， No.4 に載った。そこで、それに対する私の感

想めいたコメントを述べさせていただく。口口-free

という呼称は、生じて当然と考えられる0次オー

ダーの現象が何らかの事情により起こらなくなって

しまう場合に対して使うべきであるとの認識は私も

鈴木氏と基本的には同じである。それでは両者の違

いはどこから生じたかといえば、それはどの様な物

理的状況下においてその現象が生じて当然と考えら

れるかの状況認識の差異にあるように思われる。

固体物理においては、通常価電子帯電子と浅い

内殻正孔閣の遷移による発光は観測されず、それ

はAuger無轄射過程が支配的なためであるとい

う物理的状況が今回の我々の場合の 0 次オーダー

の前提であった。そこで、その理由を考えてみる

と、多くの物質で価電子帯上端と内殻準位聞のエ

ネルギー差Evc とギャップエネルギーEg との間に

Evc>Egの関係が成立しているためであることに

気付き、もし逆のエネルギ一関係をもっ特殊な物

質があれば、 Auger過程が生じなくなって発光

過程が主要なものになる可能性があると考えた。

そして、その結果見い出された発光に“ Auger

free luminescence" と名付けた。

それに対して鈴木氏は、たとえそれが特殊な物

質であれEvc<Egのエネルギ一関係が成立してい

る状況を 0 次オーダーの前提であるとされてい

る。そうすれば確かにAuger過程はエネルギー

的に不可能になっているので、観測された発光に

ことさら“ Auger-free"の呼称を付ける必要はな

くなる。従って、もしも鈴木氏の言われるよう

に、ある現象が高次効果の結果として生じなくな

る場合にのみ口口-free という用語の使用が許さ

れるのであれば、我々のnamlngは適切さを欠い

たことになるかも知れない。

両者の状況認識の差異にはそれなりの理由があ

るように思われる。原子・分子を研究対象とする

場合、しばしば多くの電子軌道状態が問題に関与

する。これは、各状態間での緩和速度が比較的遅

く、それぞれの電子軌道が有限の寿命を有するこ

とによる。従ってそのような状況下では、今回

我々が見い出したと類似の発光現象も珍しくない

かも知れないし、それを“ Auger-free"発光と呼

ぶ必要性も生じない。一方、固体内においては緩

和速度は極めて速く、ほとんどの物理現象はエネ

ルギーの最も低い励起電子状態一一伝導帯電子と

価電子帯正孔一ーのみを取り扱うことで理解され

ている。 だから、固体物理屋にとっては価電子帯

の下に位置する電子軌道状態を内殻準位と呼ぶこ

とにそれほどのこだわりはないし、今回観測され

た発光現象を「新しい」と感ずる。

以上の議論からもわかるように、重元素の場合

の蛍光X線とか分子イオンの場合の類似の発光を

“ Auger-free" という必要があるとは思われない。

“ Auger-free"発光も~ß.見い出されてしまえ

ば、その自由性を強調する必要性は薄れてし 1 く。

それはあたかも人間社会における「自由」と似て

いるかも知れない。しかし、その「自由」が手に

入れられた経緯を時には思い返してみることもあ

ながち無駄とは思われない。


